
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１８ 農山漁村地域整備交付金関係 

18-1 

（１）農山漁村地域整備交付金の仕組みについて教えてください。 

 農山漁村地域整備交付金とは 

 農山漁村地域整備交付金とは、地域活性化のための取組みを地域の自主性と創意

工夫を活かしつつ推進するために、自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画（農

山漁村地域整備計画）を自ら策定し、これに基づき農林水産省の農業農村・森林・

水産の各分野にまたがる多様な公共事業を自由に選択し実施できる制度で、平成 22

年度に創設されました。 

 本交付金の特徴は、地域の創意工夫を活かして幅広い事業メニューの中から自由

に選択して実施でき、地方の裁量により予算融通などを行うことが可能となってい

ます。 

 交付対象事業 

1 農業農村基盤整備事業 

（１）農地整備 

 （２）水利施設整備 

 （３）農地防災 

 （４）農村整備 

 （５）農業用水保全の森づくり事業 

2 森林基盤整備事業 

 （１）森林整備事業 

 （２）治山事業 

3 水産基盤整備事業 

 （１）水産物供給基盤整備事業 

 （２）漁場保全の森づくり事業 

 （３）漁港漁村環境整備事業 
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4 海岸保全施設整備事業 

5 盛土緊急対策事業 

 （１）盛土による災害防止のための調査事業 

 （２）盛土緊急対策事業 

6 効果促進事業 

 事業主体及び補助率 

事業主体：福島県、市町村及び土地改良区等 

      ※農村振興局長が別に定める、交付対象事業ごとの運用及び取扱いに

よります。 

補 助 率：通常事業の補助率が適用されます。 
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（２）農山漁村地域整備計画について教えてください。 

 農山漁村地域整備計画とは 

農山漁村地域整備交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする都道府県又は

市町村（以下「計画主体」という。）は、下記の事項を記載した「農山漁村地域整

備計画」（以下「整備計画」という。）を策定し、農林水産大臣に提出します。 

（１）整備計画の名称 

（２）整備計画の目標 

（３）整備計画の期間 

（４）整備計画の目標を達成するために必要な交付対象事業 

（５）整備計画の期間における交付対象事業の工期及び全体事業費 

（６）交付対象事業の効果の把握及び評価に関する事項 

（７）その他必要な事項 

 

 農山漁村地域整備計画の評価 

計画主体は、整備計画の農林水産大臣への提出前に、自主的・主体的に検証（以

下「事前評価」という。）を行い、農林水産大臣に提出するとともに、整備計画及

び事前評価結果を公表します。 

また、交付期間の終了後又は交付期間の最終年度中において、整備計画の目標の

実現状況等について評価を行い、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告し

ます。なお、必要に応じて交付期間内において、中間評価を行うことができます。 
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（３）農地整備事業（通作条件整備）には、どのような種類があります

か。 

1 事業の目的  

 農業振興地域内において、農業生産性の向上及び農産物流通の合理化を図り、地

域農業の振興と、併せて農村環境の改善を目的としています。 

補助事業の種類 

農山魚村地域整備交付金には、以下の事業区分があります。 

○農山漁村地域整備交付金（農地整備事業（通作条件整備）） 

 …基幹農道整備（一般型）、（保全対策型） 

 …一般農道整備（一般型）、（樹園地等型）、（農業集落間型）、 

（保全対策型） 

事業の負担割合 

 負担割合(％) 

国 県 地元 

農山漁村地域整備交付金   基幹農道整備(一般型)             

一般農道整備(一般型) 

一般農道整備（農業集落間型） 

50 36.7 13.3 

50 25 25 

50 30 20 

3 
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留意事項 

（１）受益地 

  １）農振農用地であることが必要です。 

  ２）開発予定地を含める場合 

   ・農道事業の採択までに農用地開発事業の着手が確実となっていなくてはな

りません。 

   ・原則として事業着手のための土地改良法第 85 条の同意を農用地開発事業の

受益者全員から得ていなくてはなりません。 

   ・農地開発基本計画が決定していなくてはなりません。 

（２）市町村道 

   幹線市町村道は、事業の対象としません。 

（３）計画路線の規模 

   接続する既設道路以上の農道は計画できません。 

   ただし、道路管理者より、農道完了以前に既設道路の改修計画確約書があ 

れば考慮します。 

（４）一般農道整備・基幹農道整備を計画する場合、通作条件整備計画の策定が採

択要件となります。 

 


